
 

 
 

 
 

平成 22年５月 13日 

 

 

ＰＦＩ事業に関する政策評価 

≪勧告に伴う政策への反映状況（その後）の概要≫ 

 
 
 
 
 
 
 

 

総務省は、「ＰＦＩ事業に関する政策評価」結果に基づき、平成 20年１月 11日に、 

内閣府に対し勧告を行い、この勧告に対する改善状況は、平成 20年 10月に取りまと 

め公表しました。 

今回は、その後の政策への反映状況に係る回答（２回目のフォローアップ）を取り 

まとめたものです。 

 改善措置状況の概要は、別添資料参照。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

総務省行政評価局 

国土交通担当評価監視官室 

担当：総括評価監視調査官 楠原 修 

評価監視調査官   梅本 裕司 

電話（直通）：０３－５２５３－５４５６ 

（代表）：０３－５２５３－５１１１（内線）２２５４６ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－５４５７ 

Ｅ－ｍａｉｌ：https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

本日、総務省行政評価局では、「ＰＦＩ事業に関する政策評価」の勧告に伴う政策へ

の反映状況について、内閣府から回答を受け、その概要を取りまとめましたので、公

表します。 
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 別添  

 

ＰＦＩ事業に関する政策評価結果に基づく勧告に伴う政策への反映状況（回答） 

 

テ ー マ 名 
ＰＦＩ事業に関する政策評価（総合性確保評価） 

（平成 20年１月 11日勧告） 

関係行政機関 内閣府（回答：平成 20年９月 30日 その後の回答：平成 22年４月 19日） 

 
 

政策の評価の観点及び結果 

○ 評価の観点 
ＰＦＩの推進施策が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成 11年法律第 117号）の目的や基本方針に照らして、どの程度効果を上げているかなどの総合
的な観点から、全体として評価を実施 

 
○ 評価の結果 

調査対象事業 163 件のうち、ＶＦＭ(Value For Money)の額及びＶＦＭ率の見込みが判明した
106 件（事業が終了した１件を含む。）の合計で約 2,726億円、約 20.3％の公的財政負担の縮減
が見込まれており、今後、ＰＦＩ事業が適切に推進されれば、相当の効果が発現するものと考
えられる。 
しかし、ＰＦＩ事業の各実施段階において、以下のとおりの問題・課題が認められ、その解

消が必要となっている。 
【事業実施段階における問題・課題】 
① ＶＦＭについて、ⅰ）公共施設等の管理者のＶＦＭ算出に関する知識・ノウハウが不十分
なため、コンサルタントが算出したＶＦＭを十分チェックしていないものが 16件ある、ⅱ）
ＶＦＭの算出のために必要な従来の公共事業とＰＦＩによる公的負担額を公表しているもの
は 26件のみ。さらに、コストの削減根拠や割引率の設定根拠まで公表しているものは、それ
ぞれ１件及び２件のみ、ⅲ）民間事業者を選定した際、民間事業者の事業計画に基づくＶＦ
Ｍについて、公表していないものが 20 件、算出自体を行っていないものが 12 件あることな
ど、客観性及び透明性が確保されているとは認め難い状況になっている。 

② 官と民とのリスク分担について、ⅰ）同種施設における同様のリスク項目の分担が事業間
でまちまちになっている、ⅱ）アンケート結果によると、リスク分担の設定について官と民
とで意見の相違があったとするものが、双方で３割以上あることなど、官民双方がリスク分
担に苦慮している状況がみられる。 

③ 民間事業者による公共サービスの提供状況や経営状況を公共施設等の管理者等が確認する
モニタリングについて、ⅰ）施設の建設段階において完工確認が十分でなかったため、施設
が破損し、負傷者が発生した事例が１件ある、ⅱ）ＰＦＩ事業の経理上の独立性が確保され
ていないものが３件あることなど、モニタリングが十分に行われているとは必ずしも認め難
い状況がみられる。 

④ ＰＦＩ事業の発注や応募について、ⅰ）発注者が性能発注としたつもりであっても、民間
事業者が仕様発注と認識し、その創意工夫の発揮が妨げられたとしているものが 15件あるこ
と、ⅱ）民間事業者の提案費用の平均は約 3,400 万円に上っており、民間事業者から提案に
要する負担の軽減を求める意見・要望があることなど、民間事業者の創意工夫の発揮や応募
しやすい環境が、必ずしも十分整備されているとは認め難い状況がみられる。 
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勧告 回答 

 
 
１ ＶＦＭ算出の客観性及び透明性

の確保するため、次の事項を実施す
ること。 

(1) 公共施設等の管理者等におけ
るＶＦＭの適切な算出が推進さ
れるよう、①ＶＦＭ算出の具体的
な方法を示すなどガイドライン
を充実させること、②ＶＦＭ算出
に係る事例を蓄積し、情報提供す
ること、③コンサルタントへの委
託の要否を検討する際にＶＦＭ
を試算することや、コンサルタン
トが算出したＶＦＭをチェック
することができる知識を習得で
きる研修を開催することなど、Ｖ
ＦＭ算出に係る支援方策を充実
させること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 特定事業の選定時においては、

ＰＳＣ、ＰＦＩのＬＣＣ、割引率
等ＶＦＭの算出過程や算出方法
を公表することについて、当面Ｖ
ＦＭガイドライン等の趣旨の普
及啓発を図ること等所要の措置
を講ずること。また、民間事業者
の選定時においては、選定事業者

→：前回の回答 
⇒：その後の回答 
 
 
 
→ 
① 民間資金等活用事業推進委員会（以下「ＰＦＩ推進委

員会」という。）（平成 20 年７月開催、以下同じ）にお
いて、公共施設等の管理者等におけるＶＦＭ算定の透明
性の確保について検討を行い、特定事業選定時のＶＦＭ
の評価結果及びその評価過程や評価方法を具体的に公
表することなどの内容を盛り込んだ「ＶＦＭに関するガ
イドライン」の改定を行った。 

② 「ＰＦＩアニュアルレポート」（平成 20年２月公表、
以下同じ）において、ＶＦＭ評価の時点、ＬＣＣの算出
方法、割引率の設定方法、公共施設等の管理者等の体制
についての実務的課題を整理し掲載するなど、ＶＦＭ評
価に関する情報提供を行った。 
なお、今後もＶＦＭ算定に係る事例を蓄積し、情報提

供を図ることについて検討する予定である。 
③ 今後、公共施設等の管理者等において、必要な専門的
な知識を習得できる研修等の開催など、ＶＦＭ評価に関
する支援方策の充実を図る予定である。 

 
⇒ 
① 民間資金等活用事業推進委員会（以下「ＰＦＩ推進委
員会」という。）において、公共施設等の管理者等にお
けるＶＦＭ算定の透明性の確保について検討を行い、特
定事業選定時のＶＦＭの評価結果及びその評価過程や
評価方法を具体的に公表することなどの内容を盛り込
んだ「ＶＦＭに関するガイドライン」の改定（平成 20
年７月）を行った。 

② 「ＰＦＩアニュアルレポート」（平成 20年２月）にお
いて、ＶＦＭ評価の時点、ＬＣＣの算出方法、割引率の
設定方法、公共施設等の管理者等の体制についての実務
的課題を整理し掲載するなど、ＶＦＭ評価に関する情報
提供を行った。 

  また、「先行事例集」（平成 21 年２月）においてＶＦ
Ｍ算出に関する事例を掲載するなど、情報提供を行っ
た。 

③ 平成 20 年７月から９月にかけて全国５都市で実施し
たＰＦＩに関する意見交換会において、「ＶＦＭに関す
るガイドライン」の趣旨の普及啓発を行う等、ＶＦＭ評
価に関する支援方策の充実を図った。 

 
 
→ 
① ＰＦＩ推進委員会において、特定事業選定時等におい
て、ＶＦＭ評価結果を公表する際に、ＶＦＭの評価過程
や評価方法を併せて公表することを定め、公表のための
様式例を提示するとともに、ＰＳＣ、ＰＦＩ事業のＬＣ
Ｃ、ＶＦＭの値等を公表しない場合はその理由を明示す
るよう、ＶＦＭ等の公表方法について「ＶＦＭに関する
ガイドライン」の改定を行った。 
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勧告 回答 

が決定された後、当該選定事業者
の事業計画に基づくＶＦＭが算
出されるとともに、その算出方法
を含め公表することについて、当
面ＶＦＭガイドライン等の趣旨
の普及啓発を図ること等所要の
措置を講ずること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 独立採算型ＰＦＩ事業の選定

のための評価における需要予測
及び収益性の積算に資する事例
を蓄積し、情報提供すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ リスク分担が円滑に行われ、適切
なリスク管理が行われるようにす
るため、リスク項目の分担内容及び
その分担の理由を明示した事例を
蓄積し、情報提供すること。また、
事例蓄積を通じて、リスク分担及び
リスク管理などリスクマネジメン
トを行う際に実務上必要な事項を
明確にするため、これをガイドライ
ンに盛り込むこと等所要の措置を
講ずること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 「ＰＦＩアニュアルレポート」やホームページ等を通
じて、「ＶＦＭに関するガイドライン」の趣旨の普及啓
発を行った。 
また、今後「ＶＦＭに関するガイドライン」（平成 20

年７月改定）の趣旨の普及啓発を行う予定である。 
 
⇒ 
① ＰＦＩ推進委員会において、特定事業選定時等におい

て、ＶＦＭ評価結果を公表する際に、ＶＦＭの評価過程
や評価方法を併せて公表することを定め、公表のための
様式例を提示するとともに、ＰＳＣ、ＰＦＩ事業のＬＣ
Ｃ、ＶＦＭの値等を公表しない場合はその理由を明示す
るよう、ＶＦＭ等の公表方法について「ＶＦＭに関する
ガイドライン」の改定（平成 20年７月）を行った。 

② 「ＰＦＩアニュアルレポート」（平成 20年２月、平成
21 年２月）やホームページのほか、平成 20 年７月から
９月にかけて全国５都市で実施したＰＦＩに関する意
見交換会において、「ＶＦＭに関するガイドライン」の
趣旨の普及啓発を行った。 

 
 
→ 
○ 今後、独立採算型ＰＦＩ事業の選定のための評価にお
ける需要予測及び収益性の積算に資する事例を蓄積し、
「ＰＦＩアニュアルレポート」等に掲載するなど情報提
供を行うよう検討する予定である。 

 
⇒ 
○ 独立採算型ＰＦＩ事業の選定のため評価における需
要予測及び収益性の積算に資する事例について、「ＰＦ
Ｉ事業における適切な需要予測と収益性の把握等に関
する調査＜事例集＞」（平成 21年６月）を公表し、情報
提供を行った。 

 
 
→ 
① 今後、リスク分担が円滑に行われ、適切なリスク管理
が行われるようにするため、リスク項目の分担内容及び
その分担の理由を明示した事例を蓄積し、情報提供を行
うことについて検討する予定である。 

② 平成 20 年７月に開催されたＰＦＩ推進委員会におい
て、資材価格の高騰や法令変更等に関するリスク分担の
在り方について検討を行い、その成果を「ＰＦＩ事業契
約に際しての基本的考え方とその解説（案）」として取
りまとめた。今後、リスクマネジメントに関する調査を
実施し、その結果を踏まえ、同委員会において、リスク
分担の在り方等について検討を行う予定である。 

 
⇒ 
① リスク項目の分担内容及びその分担の理由を明示し

た事例について、ＰＦＩ推進委員会総合部会（平成 21
年６月）において資料として掲載するなど情報提供を行
った。 

② ＰＦＩ推進委員会において、資材価格の高騰や法令変
更等に関するリスク分担の在り方について、パブリック
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勧告 回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 施設の設計・建設段階でのモニタ
リング事項を明確にするため、これ
をガイドラインに盛り込むこと等
所要の措置を講ずること。また、Ｓ
ＰＣが設立されていない場合にお
ける選定事業者の経理上の独立性
を確保する上で必要な事項を明確
にするため、これをガイドラインに
盛り込むこと等所要の措置を講ず
ること。さらに、モニタリングの具
体的な方法に関する事例を蓄積し、
情報提供すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 民間事業者の創意工夫の発揮や
応募しやすい環境を整備し、ＰＦＩ
事業として適切な審査を行うため、
次の事項を実施すること。 
(1) 要求水準の明確化のための方

コメントなど広く一般に意見を聴取した上で検討を行
い、その成果を「ＰＦＩ事業契約に際しての諸問題に関
する基本的考え方」（平成 21年４月）として取りまとめ
た。 
また、内閣府はリスク分担及びリスク管理などリスク

マネジメントを行う際に実務上必要な事項について調
査を行い、「ＰＦＩ事業におけるリスクマネジメントの
在り方に関する調査」（平成 21年３月）として取りまと
めた。 

 
 
→ 
① ＰＦＩ推進委員会において、施設の設計・建設段階で
のモニタリングについて検討を行い、選定事業者による
セルフモニタリングを的確に行うべきこと、重要な点に
ついて公共施設等の管理者等が直接関与することによ
り質を確保すること等の考え方を整理し、その成果を
「ＰＦＩ事業契約に際しての基本的考え方とその解説
（案）」として取りまとめた。 
なお、今後も同委員会において検討を行い、「契約に

関するガイドライン」への反映などを行っていく予定で
ある。 

② 今後、ＳＰＣが設立されていない場合における選定事
業者の経理上の独立性を確保する上で必要な事項を検
討する予定である。 

③ 「ＰＦＩアニュアルレポート」において、モニタリン
グ手法等に関する事例を掲載するなど情報提供を行っ
た。 
今後もモニタリングの具体的な方法に関する事例を

蓄積し、情報提供を行うことについて検討する予定であ
る。 

 
⇒ 
① ＰＦＩ推進委員会において、施設の設計・建設段階
でのモニタリングについて、パブリックコメントなど
広く一般に意見を聴取した上で検討を行い、その成果
を「ＰＦＩ事業契約に際しての諸問題に関する基本的
考え方」（平成 21年４月）として取りまとめた。 

②  ＳＰＣが設立されていない場合における選定事業     
者の経理上の独立性を確保する上で必要な事項につ
いて、現在調査を行っており、調査結果を「アニュア
ルレポート」（平成 22年５月公表予定）において公表
する予定。 

③ 「ＰＦＩアニュアルレポート」（平成 20年２月、平
成 21年２月、平成 21年６月）や「ＰＦＩ事業におけ
る事業契約に係る課題の整理に関する調査」（平成 21
年３月）において、モニタリング手法等に関する事例
を掲載するなど情報提供を行った。 

 
 
 
 
 
 
→ 
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勧告 回答 

策等性能発注の在り方に関する
事項をより明確にするため、これ
を具体的にガイドラインに盛り
込むこと等所要の措置を講ずる
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 募集内容を民間事業者に適切

に伝えるために必要な質疑応答
の機会及び期間の設定を公共施
設等の管理者等が行うべきこと
について、関係省庁連絡会議幹事
会申合せの趣旨の周知を徹底す
るとともに、その具体的な手順を
明確にするため、これをガイドラ
インに盛り込むこと等所要の措
置を講ずること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 提案項目の絞り込み、要求水準

の明確化、提案様式の標準化など
提案に係る負担軽減策を講ずる
こと。 

 
 
 
 

○ ＰＦＩ推進委員会において、要求水準の明確化のため
の方策等性能発注の在り方について、公共施設等の管理
者等の意図の明確化や業務要求水準書に対応する予定
価格の設定のための方策等を検討し、その成果を「ＰＦ
Ｉ事業契約との関連における業務要求水準書の基本的
考え方（案）」として取りまとめた。 
なお、今後も同委員会において検討を行い、「要求水

準書作成指針（仮称）」として取りまとめる予定である。 
 
⇒ 
○ ＰＦＩ推進委員会において、要求水準の明確化のため

の方策等性能発注の在り方について、公共施設等の管理
者等の意図の明確化や業務要求水準書に対応する予定
価格の設定のための方策等をパブリックコメントなど
広く一般に意見を聴取した上で検討を行い、その成果を
「ＰＦＩ事業契約との関連における業務要求水準書の
基本的考え方」（平成 21年４月）として取りまとめた。 

 
 
→ 
○ 募集内容を民間事業者に適切に伝えるために必要な

質疑応答の機会等に関する関係省庁連絡会議幹事会申
合せ（平成 18 年 11 月）について、「ＰＦＩアニュアル
レポート」やセミナー（平成 20 年３月開催）等を通じ
て、趣旨の周知徹底、普及啓発を行った。 
今後も、同幹事会申合せの趣旨の周知を徹底していく

とともに、具体的な手順を明確にするための対策を検討
する予定である。 

 
⇒ 
○ 募集内容を民間事業者に適切に伝えるために必要な

質疑応答の機会等に関する関係省庁連絡会議幹事会申
合せ（平成 18 年 11 月）について、「ＰＦＩアニュアル
レポート」（平成 20年２月）、セミナー（平成 20年３月
開催）、平成 20年７月から９月にかけて全国５都市で実
施したＰＦＩに関する意見交換会等を通じて、趣旨の周
知徹底、普及啓発を行った。 
また、ＰＦＩ推進委員会において、管理者等と民間事

業者が対話を行う方法等を盛り込んだ「ＰＦＩ事業契約
との関連における業務要求水準書の基本的考え方」を取
りまとめ、内閣府ホームページに掲載するなど趣旨の周
知徹底、普及啓発を行った。 
今後も、同幹事会申合せの趣旨の周知を徹底していく

とともに、具体的な手順を明確にするための対策を検討
する予定である。 

 
 
→ 
○ ＰＦＩ推進委員会において、提案に係る負担軽減策に

ついて検討を行い、「ＰＦＩ事業契約に際しての基本的
考え方とその解説（案）」において、事業契約に際して
の考え方と条文例を提示するとともに、「ＰＦＩ事業契
約との関連における業務要求水準書の基本的考え方
（案）」において、公共施設等の管理者等の意図の明確
化や業務要求水準書に対応する予定価格の設定のため
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勧告 回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 民間事業者から創意工夫が発

揮された提案を引き出したり、民
間事業者の提案費用に係る負担
を軽減したりするために、公共施
設等の管理者等が工夫した事例
を蓄積し、情報提供すること。 

の方策等を提示した。 
なお、今後も同委員会において検討を行い、それぞれ

「契約に関するガイドライン」への反映、「要求水準書
作成指針（仮称）」として取りまとめなどを行っていく
予定である。 

 
⇒ 
○ ＰＦＩ推進委員会において、提案に係る負担軽減策に

ついて、パブリックコメントなど広く一般に意見を聴取
した上で検討を行い、その成果を「ＰＦＩ事業契約に際
しての諸問題に関する基本的考え方」（平成 21年４月）
及び「ＰＦＩ事業契約との関連における業務要求水準書
の基本的考え方」（平成 21年４月）として取りまとめた。 

 
 
→ 
○ 「ＰＦＩアニュアルレポート」において、民間事業者
の提案に関して、公共施設等の管理者等が工夫した事例
を掲載するなど情報提供を行った。 
今後も公共施設等の管理者等が工夫した事例を蓄積

し、情報提供を行うことについて検討する予定である。 
 

⇒ 
○ 「ＰＦＩアニュアルレポート」（平成 20年２月、平成

21 年２月、平成 21 年６月、平成 22 年５月公表予定）、
「先行事例集」（平成 21年２月）において、民間事業者
の提案に関して、公共施設等の管理者等が工夫した事例
を掲載するなど情報提供を行った。 

 
 


